
 

資産の譲渡等の内容に関する事項［資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項］ 

 

法人名 特定非営利活動法人三重の○○を考える会 事業年度 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

 

⑴ 資産の譲渡に係る料金及び条件等 

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等 

書籍「〇〇〇〇ガイドブック」 1,000 円 一冊あたり単価。会員 5％割引。 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 

 ⑵ 資産の貸付けに係る料金及び条件等 

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等 

生活再建資金の貸付け 円 
別添「生活再建資金貸付制度規

程」を参照 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 

 ⑶ 役務の提供に係る料金及び条件等 

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等 

○○セミナー（2 時間） 3,000 円 1 人あたり参加費 

出張講演料 円 別添「出張講演料金表」を参照 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  
 

●この書類の所轄庁への提出は不要ですが、ＮＰＯ法人において、作成、備置、閲覧を行う

必要があります。 

●（1）～（3）の各欄には、譲渡資産の内容、料金及び特定の者に対する割引販売等の譲渡

等における条件を記載します。 

●個別の記載に代えて、料金表、カタログ等を添付する場合には、その旨を記載します。 


